
1977年以前出上の木簡

⑦
は
伊
勢
国
三
重
郡
の
荷
札
。
但
し
、
同
郡
か
ら
の
海
産
物
の
荷
札
の
唯

一

の
事
例
で
あ
り
、
〇

一
一
型
式
で
あ
る
の
も
や
や
特
異
で
あ
る
。
⑩
の

「安
」

は
足
羽
郡
の
表
記
の

一
部
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
「阿
須
波
」
の
表
記
の
例
は
あ

る
が
、
「安
…
」
の
表
記
は
こ
の
一
点
の
み
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
⑬
の
藤

原
郡
は
養
老
五
年
に
備
前
国
邑
久

・
赤
坂
二
郡
の
郷
を
割

い
て
置
か
れ
た

Ｇ
続
日
本
紀
』
同
年
四
月
丙
申
条
）。
神
亀
三
年
に
藤
野
郡
と
改
称
さ
れ
た

Ｇ
同
』
同
年
一
一
月
己
亥
条
）
の
で
、
こ
れ
以
前
の
も
の
。
ｕ
の
翼
侍

（里
）
は

『和
名
抄
』
に
見
え
る
能
登
国
能
登
郡
与
木
郷
に
あ
た
る
。
「
レ
」
は
転
倒
符

で
、
そ
の
早
い
時
期
の
用
例
の
一
つ
で
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
槻
報
』

一
〇

（
一

九
七
五
年
）

（渡
辺
晃
宏
）

6543 2  1

秋
田
・払
田
柵
跡

所
在
地

調
査
期
間

発
掘
機
関

調
査
担
当
者

遺
跡
の
種
類

遺
跡
の
年
代

ほ

っ
た
の
さ
く

秋
田
県
仙
北
郡
仙
北
町
払
田

・
美
郷
町
本
堂
城
廻

一　
第
七
次
調
査
　
一
九
七
五
年

（昭
５０
）

一
〇
月
―

一

二
月
一
一　
第
九
次
調
査
　
一
九
七
六
年
五
月
―

一
〇
月

〓
一　
第

一
〇
次
調
査
　
一
九
七
六
年

一
〇
月
１

一
二
月

秋
田
県
教
育
庁
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所

船
木
義
勝

・
畠
山

（大
野
）
憲
司

。
小
玉

（児
玉
）
準

城
柵
官
衛
跡

九
世
紀
初
頭
―

一
〇
世
紀
後
半
７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構

の
概
要

払
田
柵
跡
は
雄
物
川
の
中
流

域
に
近
く
、
大
曲
市
街
地
の
東

方
約
六
血
、
横
手
盆
地
北
側
の

仙
北
平
野
中
央
部
に
位
置
す
る
。

ゆ

遺
跡
は
真
山
・長
森
の
丘
陵
を

エハ

中
心
と
し
て
、
北
側
の
矢
鳥
川

（烏
川
）
と
、
南
側
の
丸
子
川



に
よ
っ
て
挟
ま
れ
た
沖
積
低
地
に
立
地
す
る
。　
一
九
三
〇
年
に
高
梨
村

（現
仙

北
町
）
と
文
部
省
に
よ
る
三
度
の
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
遺
跡
の
輪
郭
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
に
基
づ
き
、
翌
年
秋
田
県
最
初
の
国
指
定
史
跡
と
な

り
、　
一
九
七
四
年
以
降
は
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
が
発
掘
調
査
を
継
続
し
て
い

ＺＯ
。遺

跡
は
、
外
柵
と
外
郭
線
か
ら
な
る
。
区
画
施
設
で
あ
る
外
柵
は
、
真
山

・

長
森
の
二
つ
の
丘
陵
を
囲
む
よ
う
に
し
て
あ
り
、
東
西

一
三
七
〇
ｍ
南
北
七
八

〇
ｍ
の
長
楕
円
形
で
、
総
延
長
は
三
六
Ｏ
Ｏ
ｍ
、
外
柵
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
る
遺

跡
の
総
面
積
は
約
八
七
八
〇
〇
〇
ポ
で
あ
る
。
外
柵
は

一
時
期
の
造
営
で
、
杉

角
材
に
よ
る
材
木
塀
が

一
列
に
並
び
、
東
西
南
北
に
人
脚
門
が
開
く
。

外
郭
は
長
森
丘
陵
を
取
り
囲
む
よ
う
に
し
て
あ
り
、
東
西
七
六
五
ｍ
南
北
三

二
〇
ｍ
の
長
楕
円
形
で
、
総
延
長
は
約

一
七
六
〇
ｍ
。
石
塁
、
築
地
塀

（東
・

西
・
南
の
山
麓
）
と
地
上
高
三

・
六
ｍ
の
材
木
塀
が
連
な
り
、
東
西
南
北
に
入

脚
門
を
配
す
る
。
外
郭
線
は
全
体
に
四
時
期
に
わ
た
る
造
営
が
認
め
ら
れ
る
。

丘
陵
中
央
部
に
は
政
庁
が
あ
る
。
政
庁
は
板
塀
で
区
画
さ
れ
、
正
殿

・
東
脇

殿

・
西
脇
殿
や
付
属
建
物
群
が
配
置
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
建
物
に
は
五
期
の
変
遷

が
あ
る
。

一　
第
七
次
調
査

第
七
次
調
査
区
は
、
外
柵
南
門
跡
及
び
そ
の
隣
接
地
を
対
象
と
し
た
。
木
簡

は
、
南
門
跡
の
北
西
約

一
〇
ｍ
に
位
置
す
る
土
坑
Ｓ
Ｋ
六
〇
か
ら
出
上
し
た
。

Ｓ
Ｋ
六
〇
は

一
辺
が
約
二
ｍ
の
不
整
方
形
を
呈
し
、
土
師
器

・
須
恵
器
と
と
も

に
、
木
簡
を
含
む
木
製
品

。
削
片
や
植
物
種
子

（モ
モ
・
ウ
メ
・
ク
ル
ミ
・
ト
チ

ノ
キ
な
ど
）
が
出
土
し
た
。

一
一　
第
九
次
調
査

第
九
次
調
査
区
は
、
外
郭
線
北
東
部
を
対
象
と
し
た
。
本
調
査
に
お
い
て
創

建
段
階
の
外
郭
線
が
、
丘
陵
部
で
は
築
地
塀
、
沖
積
地
で
は
材
木
塀
で
あ
る
こ

と
が
、
両
者
の
接
点
部
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
明
し
た
。
木
簡
は
築
地

の
南
側
に
位
置
す
る
柱
列
Ｓ
Ａ
人
四
の
掘
形
下
方
か
ら
出
土
し
た
。

〓
一　
第

一
〇
次
調
査

第

一
〇
次
調
査
区
は
外
柵
南
門
跡
の
北
側
地
区

（第
七
次
の
北
側
）
を
対
象

と
し
た
。
木
簡
は
土
坑
Ｓ
Ｋ
九
七
か
ら
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｋ
九
七
は
径

一
ｍ
前
後

の
円
形
を
呈
し
、
坑
内
中
央
や
や
南
東
寄
り
に
は
、
径
五
伽
程
の
九
棒
状
木
製

品
が
垂
直
に
突
き
刺
さ
っ
て
い
た
。
木
簡
は
箸
状
木
製
品
と
と
も
に
北
側
の
底

面
に
密
着
し
て
発
見
さ
れ
た
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

一　
第
七
次
調
査

〔充
力
〕

ω
　
。
「嘉
祥
二
年
正
月
十
日
下
稲
日
紀
□
年
料
　
　
　
　
　
」

。
酪

〕
亨

八
百
汁
四
【酢
ヵ
〕
　

　

『勘
了
正
月
掠
酢
Ч

］
駕

×
艦
×
の
　
自
μ　
第
四

・
五
号



1977年以前出上の木簡

②　
．□如件仮慇嘲廿
×

〔
強
力
〕

。
□

　

直

□

□

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（己

溢

反

〕

寓
Ｐ

空

ハ
号

０

　

口
□

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ｏ潔

第
七
号

ω

　

□
九
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ潔

第
人
号

働

　

日
国

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ｏ】

第
九
号

①
は

「下
稲
」
「日
紀

（記
こ

と
い
う
用
例
か
ら
、
上
級
の
役
所
か
ら
下
級

の
役
所
に
稲
が
下
さ
れ
る
際
に
添
え
た
日
記
と
判
断
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
嘉
祥

二
年

（人
四
九
）
正
月

一
〇
日
に
年
料
稲
三
人
三
四
束
が
上
級
の
役
所

（お
そ
ら

く
出
羽
回
府
）
か
ら
払
田
柵
に
下
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
一暴
面
の

下
端
部

「勘
了
　
正
月
十
□
」
は
追
筆
で
あ
り
、
払
田
柵
で
年
料
稲
を
受
領
し

た
側
が
帳
簿
類
と
の
照
合
を
終
え
た
こ
と
と
、
そ
の
日
付
を
書
き
込
ん
で
い
る
。

②
の

「仮
栗
」
と
い
う
熟
語
は
、
古
代
の
文
献
に
は
見
あ
た
ら
な
い
が
、

「仮
」
に
は

「か
り
る
」
ま
た
は

「か
す
」
の
語
義
が
あ
り
、
「仮
借
」
「仮

貸
」
な
ど
の
用
法
が
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
仮
貸
の
栗
、
仮
借
の
栗
と
い
う
意

味
か
と
思
わ
れ
る
。
本
来
は
米
で
対
応
す
べ
き
と
こ
ろ
を
便
宜
上
、
栗
に
し
た

と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
第
七
次
調
査
出
土
木
簡
の
釈
読
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南

氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

一
一　
第
九
次
調
査

⑪

　

「
□
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（こ

益
反
卜
ｏぢ

第
二

号

〓
一　
第

一
〇
次
調
査

遺
物
包
含
層

（第
Ⅲ
層
）

ω

　

回
□

遺
物
包
含
層

（第
Ｖ
層
）

②

　

解
　
申
請
□

含

∞
じ

×

６

じ

×
Φ
　
ｏ
∞
Ｐ
　
を弟

〓

亘
●

ぐ
９
×
（駕
）
×
∞　
寓
Ｐ　
第

三
二
号

Ｓ
Ｋ
九
七

０
　
・
口
□
口
□
□
□

・
［日
日
日
日
――
――
日
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（〓
じ
×
含
じ
×
∞
　
儲
Ｐ　
第

一
四
号

第

一
〇
号
木
簡
と
し
た
も
の
は
、
長
さ
一
一
八
鰤
幅
三
三
剛
厚
六
ｍｍ
、
〇
一

九
型
式
で
あ
る
が
、
墨
痕
の
み
で
釈
文
は
た
た
な
い
。
こ
の
木
簡
は
第
二
号
木

簡

（本
誌
創
刊
号
）
と

一
緒
に
一
九
七
六
年
、
再
発
見
さ
れ
た
。
第
二
号
木
簡

は

一
九
三
〇
年
に
厨
清
水

（ホ
イ
ド
清
水
）
脇
の
調
査
に
よ
り
出
土
し
た
も
の



で
あ
り
、
本
木
簡
も
同
所
か
ら
得
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

９
　
関
係
文
献

秋
田
県
教
育
委
員
会

『払
田
柵
跡
―
昭
和
五
〇
年
度
発
掘
調
査
概
要
―
』

（
一
九
七
六
年
）

同

『払
田
柵
跡
―
第
九

。
一
〇
次
発
掘
調
査
概
要
―
』
全

九
七
七
年
）

一

同

『払
田
柵
跡
Ｉ
Ｉ
政
庁
跡
―
』
全

九
八
五
年
）

新
野
直
吉

「秋
田
の
古
代
木
簡

・
文
字
史
料
に
つ
い
て
」
蜜
田道
研
究
』
四

九

（
一
九
九
二
年
）

（高
橋
　
学
）

― (1)

書
猪
響
〕写
砕
早
ロ
イ
務
口
絶
一

`〉_ぞ 上

Φ

Ｊ
，
一

曾

サ
ρ
」

舞

と
同
イ
〓



― (5)

― (3)

Ｅ

，
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一

―



- 第10号木簡

韓
国
国
立
昌
原
文
化
財
研
究
所

『韓
国

の
古
代
木
簡
』

の
刊
行

二
〇
〇
三
年
度
ま
で
に
朝
鮮
半
島
で
出
上
し
た
木
簡
全
点

（
〓
二
遺
跡

か
二
≡
三
占
じ
を
収
録
し
た

『韓
国
の
古
代
木
簡
』
が
韓
国
国
立
昌
原

文
化
財
研
究
所
か
ら
刊
行
の
運
び
と
な
っ
た
。

本
書
は
、
咸
安
城
山
山
城
出
土
木
簡
の
判
読
を
契
機
と
し
て
発
刊
に
い

た
っ
た
も
の
で
、
同
研
究
所
が
各
機
関
を
直
接
訪
問
し
て
実
施
し
た
調
査

に
基
づ
き
、
全
点
の
カ
ラ
ー
写
真
と
赤
外
線
写
真
を
出
土
遺
跡
の
デ
ー
タ

と
と
も
に
掲
載
す
る
。
図
版

・
論
考

・
付
録
の
三
部
か
ら
な
り
、
論
考
と

し
て
、
韓
国
の
古
代
木
簡
を
概
観
す
る
一
本
、
成
安
城
山
山
城
出
土
木
簡

に
関
す
る
四
本
、
日
本

。
中
国
の
木
簡
に
関
わ
る
各

一
本
を
収
録
す
る
。

こ
れ
ま
で
部
分
的
な
紹
介
に
と
ど
ま
つ
て
い
た
韓
国
の
古
代
木
簡
に
つ

い
て
、
全
体
的
か
つ
豊
富
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
画
期
的

な
一
冊
で
あ
る
。

タ
ブ
ロ
イ
ド
判
四
五

一
頁
　
図
版
三
五
四
葉
　
一
一〇
〇
四
年
七
月
発
行

頒
価
　
一
二
企

一五
〇
円

（税
込

・
送
料
別
）

発
売
元
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一
書
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猿
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